
 

 

大阪府環境審議会生活環境保全条例検討部会運営要領 

 

第１ 趣 旨 

この要領は、大阪府環境審議会条例（平成６年大阪府条例第７号。以下「条例」

という。）第６条第２項の規定により、大阪府生活環境の保全等に関する条例（平

成６年大阪府条例第６号）のあり方（水質部会が所掌する事項を除く）について検

討するため、大阪府環境審議会（以下「審議会」という。）に設置する生活環境保

全条例検討部会（以下「部会」という。）の組織及び運営について定める。 

 

第２ 組 織 

(1) 部会は、条例第６条第３項の規定により、次に掲げる者につき、会長が指名す

る委員及び専門委員で組織する。ただし、部会長が必要と認める場合は、この部

会のオブザーバーとして関係者の出席を求めることができる。 

① 条例第２条第１項第１号に規定する委員 ４名程度 

② 条例第３条第２項に規定する専門委員  ４名程度 

(2) 部会に部会長を置く。部会長は、条例第６条第４項の規定により、委員の中か

ら会長が指名する。 

(3) 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから、あらかじめ部会長

の指名する者がその職務を代理する。 

 

第３ 会 議 

(1)部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。 

 (2)部会は、委員及び専門委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことが

できない。 

 

第４ 補 則 

この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。 

 

附 則 

 この要領は、令和元年 12月 23日から施行する。 
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大阪府環境審議会生活環境保全条例検討部会委員名簿 

 

氏 名 役 職 
環境審議会 

委員 

環境審議会 

専門委員 
備 考 

石川 智子 
公益社団法人全国消
費生活相談員協会関
西支部アドバイザー 

○   

河井 康人 関西大学名誉教授 ○  
部会長 
代理 

黒坂  則子 同志社大学教授 ○   

近藤 明 大阪大学大学院教授 ○  部会長 

近藤 博宣 
大阪商工会議所常務
理事・事務局長 

○   

島 正之 兵庫医科大学教授 ○   

松井 孝典 大阪大学大学院助教 
 

 
○  

水谷 聡 
大阪市立大学大学院
准教授 

 ○  

 

令和２年度第２回生活環境保全条例検討部会オブザーバー名簿 

出口 隆 
大阪労働局労働基準
部健康課副主任衛生
専門官 

   

加島 強 
大阪市環境局 環境管
理部環境管理課環境
規制担当課長 

 

 
  

是常 文和 
堺市環境局環境保全
部環境対策課長 

   

 


